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令和８年度世田谷区ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業 

対象住宅のご案内 

１．制度概要                              

●１８歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の方が、区内の民間賃貸住宅等（本制

度の対象住宅に限る）に転居される場合に、区が賃貸人（家主等）に家賃の一部を補

助することで、入居者の家賃負担額が減額される制度です。 

 ●賃貸借契約上は、本来の家賃額での契約となりますが、賃貸人へ支払う家賃の額は、

本来の家賃額から補助金額分を差し引いた金額となります。 

【例】家賃月額１０万円（共益費等別）の場合・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※補助金の交付にあたっては、入居時および毎年度、入居者の所得等の資格審査があります。 

２．注意事項                             

① 入居者の募集・決定は、不動産店等が行います。入居の申込みは、直接、不動産店

等にて行ってください。 

なお、通常の民間賃貸住宅と同様に、家賃債務保証会社による審査（保証会社を利

用される場合）等があります。 

② 区から賃貸人へ補助の決定を行う前から入居している方が継続して入居する場合

は、家賃減額の対象となりません。 

③ 入居中に、２ページ「３．入居者の資格要件」を満たさなくなった場合は、区か

ら賃貸人への補助は終了（または休止）となるため、家賃の減額も終了（または

休止）となります。賃貸人への補助が終了（または休止）となった場合は、本来

の家賃額を賃貸人に支払っていただくことになります。 

④ 家賃減額が適用されるには、毎年度、住宅の賃貸人から区への申請が必要です。 

毎年度、賃貸人（家主等）から区への申請に基づいて適用が更新されます。 

 

 

世 田 谷 区 

令和８年４月 
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３．入居者の資格要件                                

入居者は、下記①～⑧の要件をすべて満たす必要があります。 
 

   ① 世田谷区内に１年以上在住していること ※賃貸借契約を締結する時点を基準とします。 

② 次の（ア）～（オ）のいずれかに該当し、かつ１８歳に達する日以後の最初の３月
３１日までの子どもを養育する世帯であること 

  （ア）配偶者と婚姻（内縁関係を含む）を解消した方 
  （イ）配偶者が死亡した方 
  （ウ）配偶者の生死が明らかでない方 
  （エ）ドメスティック・バイオレンス（配偶者からの暴力をいう。）で裁判所から

の保護命令が出された方 
  （オ）婚姻せず子どもを出産し又は養育をしている方（事実婚の場合を除く。） 
 
③ 入居世帯員全員の所得を合算した金額が月額２１万４千円以下（多子世帯（※１）の

場合は月額２５万９千円以下）であること 
    ※１ １８歳未満の子どもが３人以上いる世帯 

 ・所得は、公営住宅法施行令第１条第３号で定める算定方法によって算出します 
ので、実際の収入額とは異なります。 

・月額所得の計算方法については、別紙「ひとり親世帯家賃低廉化補助事業に 
おける所得の計算方法」をご覧ください。 

      
算定方法 （入居する方全員の所得金額の合計－各種控除）÷１２ヶ月 
 

    【入居世帯の収入・所得の目安】（給与所得の場合） 
同居する子の数 年間収入金額 年間所得金額 月額所得 

１人 約 4,800,000 円 約 3,298,000 円 214,000 円（※２） 
２人 約 5,276,000 円 約 3,678,000 円 214,000 円（※２） 

             ※２｛年間所得金額－（同居者・扶養親族控除＋ひとり親控除）｝÷１２の金額 
 
    ◎上表はあくまで目安です。個々の条件（適用される控除等）によって計算が変わります。 
 

④ 生活保護法に規定する住宅扶助費や生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給
付金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する住宅支援給付を受給していない
こと。 

 
⑤ 補助対象住宅の賃貸人の親族ではないこと。 

 
⑥ 入居日時点で補助対象賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと。 
 
⑦  入居しようとする者が暴力団関係者（暴力団員等）でないこと。 

 
⑧  住宅を所有していないこと。 

４．入居できる方の範囲                         

 ★は必須入居者 

・世帯主（★） 

  ・世帯主の子であり、かつ、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子ども（★）    

  ・世帯主の子（年齢は問わない） 

  【注意】上記のいずれにも該当しない方（例：（子から見た）祖父母、世帯主の兄弟など）

は同居できません。 
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５．家賃から減額される金額・期間                      

（１）減額される金額 
本来家賃－公営住宅並み家賃（※）＝減額となる金額（上限４万円） 

       ※住宅の面積、所得金額等によって変わります。 
 

入居者負担額イメージ 

【例】家賃月額１０万円（共益費等別）、補助額４万円の場合・・・ 
 
 
 
 
 
 

 

 
（２）減額開始月について 
   賃貸借契約における入居可能日（家賃徴収の始期となる日）が、 月の初日以外 

の日（２日以降）であるときは、翌月分からの適用となります。 
そのため、入居開始月分は本来（減額前）の家賃額を賃貸人へ支払ってください。 

 
（３）減額を受けられる期間 

最長１０年間 ※補助期間・補助総額は、入居する住宅や所得金額によって変わります。 

   【注意】２ページ「３．入居者の資格要件」に掲げる要件を満たしていない期間は、
家賃の減額を受けられませんので、本来（減額前）の家賃額を賃貸人へ支
払ってください。 

６．対象住宅                               

本制度の対象となる民間賃貸住宅等の詳細や申込先（不動産店等）は、区のホーム 
ページで公開します。 
 対象住宅が追加になった際は、区のホームページのほか「世田谷区メールマガジン配
信サービス（ひとり親家庭支援情報）」「区公式 LINE」でもお知らせしています。 
ただし、区公式 LINE は配信上の都合により、お知らせできない場合があります。 
【注意】 

  ・賃貸人からの申請に基づいて登録された住宅が対象です。 
  ・対象住宅に新しく入居される場合のみ対象となるため、区から賃貸人へ補助の決定を行う前から

入居している住宅に継続して住み続ける場合は、家賃減額の対象となりません。 

 

【区ホームページ】 

 トップページ＞検索・メニュー＞住まい・街づくり・環境＞ 

住まい・建築・区施設整備＞住まい＞ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業＞ 

ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内 

 ＵＲＬ：https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/3722.html 

 

【世田谷区メールマガジン配信サービス（ひとり親家庭支援情報）】 

 空メールを送信いただくと、案内が届きます。 

 

【区公式 LINE】 

 友だち追加後、受信設定初回設定で「子育て」を選択いただくと 

お知らせを受信できるようになります。 

区より賃貸人（家主等）に 

４万 円を 補助 し ます ので 、 

入居者が実際に賃貸人（家主等）

に支払う家賃額は、月額６万円（共

益費等別）となります。 

 

入居者負担額 

月額６万円＋共益費等／戸 

 

区補助金 

月額４万円／戸 

賃貸人（家主等）の収入 

合計月額１０万円＋共益費等／戸 
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７．賃貸借契約等について                        

●共益費、仲介手数料、敷金（家賃３ヶ月分以内の額）、礼金、更新料、更新手数料、家賃
債務保証の保証料（家賃債務保証会社を利用する場合）、保険料等その他の経費は、通常
の民間賃貸住宅と同様に発生します。 

●契約形態は、普通建物賃貸借契約もしくは、定期建物賃貸借契約のいずれかになります。 

８．入居までの手続き                          

１ 住宅情報の入手 

  区のホームページで、対象となる住宅の情報を確認してください。 

２ 補助対象住宅への入居資格の事前確認 

  補助対象住宅に入居希望の方は、不動産店等へ入居相談に行く前に、区による入居者 
資格（所得等）の簡易確認（※）を受けてください。 

確認を受ける際には、区の担当窓口へ「入居資格確認シート」を提出してください。 
   

 ※入居者資格の本審査は、入居する住宅が決まった後に行われます。その際には、 
入居者資格証明書類（⇒７・８ページ「4 入居者資格の確認に必要な書類の提出」 
参照）を不動産店等へ提出していただきます。 

   

≪確認依頼方法≫ 
●「入居資格確認シート」（様式は区のホームページからダウンロードできます。）に 
必要事項を記入し、オンライン申請、郵送または持参でお送りください。オンライ
ン申請の場合は、区ホームページよりアクセスしてください。 
※東京都住宅供給公社が管理する住宅（区のホームページの「対象住宅一覧」の「住
宅の詳細」欄に（JKK 住宅）と記載あり）の場合、「ＪＫＫ月収基準確認シート」
の作成・提出も必要となります。 

●提出前に必ずコピーをとり、手元で保管してください。記載の内容について区から 
確認することがあります。 

≪受付窓口≫    
〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７ 
世田谷区都市整備政策部居住支援課 

 

≪結果の通知≫ 
●区による確認後、確認結果を記載した「入居資格確認シート」を返送します。 
●確認には、３開庁日ほどかかります。ただし、個々のケースによってはさらに日数
がかかる場合もあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪注意事項≫ 

・「入居資格確認シート」は、世田谷区ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅への 
入居相談・申込みを希望される方を対象に、区が入居資格を事前に確認するものです。 

・オンライン・郵送・窓口にて、不備がない状態で区が受領した順に内容を確認します。 
「入居資格確認シート」による確認を受けたことで、対象住宅への入居を約束するもの
ではありません。 

・不動産店等で入居相談をする前に、記載内容に変更が生じた場合は、あらためて区の確
認を受けてください。 

・入居者資格の本審査が入居資格確認シート提出日の翌年以降になった場合や、入居者資
格の本審査までの間に就労状況に変化があった場合（転職した場合、休職期間が生じた
場合など）は、あらためてその時点における所得審査対象期間および就労状況に応じて
算出した所得で審査を行います。 
詳しくは、お問い合わせください。 
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３ 不動産店等での入居申込み 

  入居を希望する住宅の入居相談・申込受付を行う不動産店等で、入居の相談・申込み

を行ってください。 

 

●入居相談を行う際には、区による確認結果が記載された「入居資格確認シート」を 

提示し、区による事前確認が済んでいる旨を伝えてください。 

●不動産店等にて通常の民間賃貸住宅と同様の入居審査があります。入居審査の結果、 

入居の申込みができない場合があります。 

●入居希望者が複数いた場合は、その中から賃貸人等が入居者を決定します。（先着順に 

なる場合もあります。）  
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４ 入居者資格の確認に必要な書類の提出 ＜賃貸借契約を締結する前まで＞ 

  入居申込先の不動産店等に、以下の書類を提出してください。不動産店等での確認後、 

賃貸人が区へ補助申請を行うための添付書類として区へ提出されます。 

 

●提出書類 

提出書類≪入居資格を確認する書類≫ 備考（要件など） 

１ 住民票の写し ・提出日の３ヶ月以内に取得したもの。 

・現在一緒に住んでいる方全員が記載された 

ものであること。 

・世帯主氏名、世帯主との続柄、（外国人の

方は住民となった年月日）が記載されたも

のであること。 

・マイナンバー（個人番号）の記載がないもの 

・現在別居している子どもと入居する場合

は、その世帯全員の住民票の写しも提出す

ること。 

２ 入居資格確認に関する誓約書兼同意書 ・様式があります。 

３ ◆１月１日～６月９日の間に提出される方 

 

【給与所得の場合】 

・前年分の源泉徴収票のコピー 

※勤務先が複数ある場合は、全ての勤務

先分の源泉徴収票を提出してくださ

い。 

 

【事業所得等の場合】 

・確定申告書等提出の事実が分かるもの 

・源泉徴収票が手元にない場合は、前年 

１２ヶ月分の給与明細書のコピーを提出し

てください。（源泉徴収票は、勤務先より発

行され次第、ご提出ください。） 

・「確定申告書等提出の事実が分かるもの」に

ついては、国税庁ホームページをご確認い

ただくか、管轄税務署へお問合せください。 

・世帯員全員分（収入のある方のみ）を 

提出してください。 

４ ◆６月１０日～１２月３１日の間に提出される方  

 

・特別区民税・都民税課税（または非課税）

証明書 

・提出日時点で取得できる直近のもの 

・所得の明細、控除（老人扶養控除、特定扶

養控除、障害者控除、特別障害者控除、寡

婦控除、ひとり親控除）の人数の記載のあ

るもの 

・収入の有無にかかわらず、世帯員全員分を

提出してください（課税されていない方も

非課税証明書を提出してください）。 

ただし、収入がなく、かつ扶養されている

ことが課税証明書の所得控除（扶養人数）

で確認できる方は提出不要です。 

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
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５ 

 

■世帯員の中に、次の（ア）～（ウ）の 

いずれかにあてはまる方がいる場合 

（ア）現在の仕事の就労日（給与・自営）が 

前年の１月２日以降である。 

（イ）現在は復職しているが、前年の１月から

現在までの間に休職期間があった。 

（ウ）仕事をしているが、現在休職中である。 

 

【給与所得の場合】 

・給与支払証明書 

※給与支払額について勤務先による証明が必要

です。 

 

【事業所得の場合】 

・収支明細書 

 

※その他、就労状況等に応じて、上記以外の 

収入証明書類の提出を求めることがありま

す。 

・世帯員の中に該当者がいる場合のみ提出が

必要です。 

・「給与支払証明書」、「収支明細書」は様式が

あります。 

 

６ ■世帯員の中に、前年中に退職・廃業し 

引き続き同じ状態の方がいる場合 

 

・退職証明書、健康保険資格喪失確認通知書の 

コピーまたは廃業届等 

・世帯員の中に該当者がいる場合のみ提出が

必要です。 

 

７ 以下のいずれかの書類 

・児童育成手当受給者証明書のコピー 

・児童扶養手当証書のコピー 

（更新手続き中の場合は受給者証明書） 

・ひとり親家庭等医療費助成医療証のコピー 

 

・児童育成手当および児童扶養手当の受給者

証明書を提出する場合は、各総合支所子ど

も家庭支援センターに発行依頼をしてく

ださい。 

８ 上記７がない場合は、以下の証明書類 

 

(ア)配偶者と婚姻（内縁関係を含む）を解消 

した方・・・戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 

(イ)配偶者が死亡した方 

・・・戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 

(ウ)配偶者の生死が明らかでない方 

・・・警察署等が発行する証明書のコピー 

(エ)ドメスティック・バイオレンス（配偶者 

からの暴力をいう。）で裁判所からの保護 

命令が出された方 

・・・保護命令決定書謄本および確定証明

書のコピー 

(オ)婚姻せず出産又は育児をしている方 

（事実婚の場合を除く。） 

・・・戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 
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５ 賃貸借契約の締結 

  補助金交付申請の審査後、区より補助金交付決定通知書と入居者資格確認通知書を 
送付します。これらの通知が届いたら、賃貸人と賃貸借契約を締結していただきます。 
●契約形態は、普通建物賃貸借契約もしくは、定期建物賃貸借契約のいずれかになり 
ます。 

●入居者の家賃負担額等に関する特約が含まれた契約を結んでいただきます。 

９．入居後の手続き                           

１ 転居後の住民票の提出 

  不動産店等が指定する日までに、以下の書類を不動産店等へ提出してください。 

  【提出書類】補助対象住宅への転居後に発行された住民票の写し 

 

２ 入居者の所得審査（毎年６月頃） 

・入居後は、毎年度（年１回）、入居者の所得審査が行われます。 
・不動産店等が指定する期日までに、以下の書類を提出してください。 
・審査の結果は、不動産店等を通じて、７月頃通知します。 

【提出書類】 ７・８ページ「●提出書類」の１・２・４・５(※)・６(※) 
※５・６は世帯員に該当者がいる場合のみ提出してください。 

≪重要≫所得上限を超えていた場合 

・入居者の前年の所得が上限を超えていた場合は、審査を行った年の１０月より、 

家賃の減額は休止となります。 

・１０月以降も継続して居住する場合は、賃貸借契約上（減額前）の家賃額を賃貸人

に支払います。 

 

３ 世帯の状況等に変化があった場合 

入居者の構成等に変更があった場合は、すみやかに不動産店等を通じて区までご連絡

ください。必要な手続きについてご案内します。 

●２ページ「３．入居者の資格要件」に掲げる資格要件を満たさなくなった場合は、 

家賃の減額は受けられなくなります。 

●入居者の資格要件を満たさなくなった後も、原則、年度末（３月）分家賃までは減額

となりますが（所得上限を超えた場合は９月分家賃まで）、生活保護制度による住宅扶

助費または生活困窮者自立支援法による住居確保給付金の受給を開始した場合は、住

宅扶助費または住居確保給付金が充てられた月から家賃の減額は停止となりますので、

至急ご連絡ください。 

〈世帯状況変化の例〉 

 ・世帯主が結婚した。 

・１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子どもが同居しなくなった。 



- 9 - 

 

 ・世帯主の子ども以外の者が同居することになった。 

 ・生活保護の住宅扶助費や生活困窮者自立支援法による住居確保給付金を受給する

ことになった。 など 

  

４ 次年度以降の手続き（毎年２月頃） 

賃貸人による次年度の補助金交付申請の際に、入居者の資格審査が行われます。 

 不動産店等の指定する期日までに、以下の書類を不動産店等へ提出してください。 

【提出書類】 

７・８ページ「●提出書類」の１・２・７（７がない場合は８） 

≪重要≫入居者の資格要件を満たしていない場合 

・４月１日の時点で入居者が資格要件を満たしていない場合は、４月以降の家賃減額

は休止となります。 

・４月以降も継続して居住する場合は、賃貸借契約上（減額前）の家賃額を賃貸人に

支払ってください。 

 

１０．家賃減額の取消し、返還について                   

  賃貸人又は入居者が次のいずれかに該当した場合は、区から賃貸人への補助金の交付 

の決定の全部又は一部を取り消すため、それに伴い、入居者の家賃減額も終了となり 

ます。 

①偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき 

②補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

③補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は要綱の規定に基づく命令に

違反したとき 

④東京都が専用住宅の登録を取り消したとき 

⑤入居者が補助対象住宅への入居要件に該当しなくなったとき 

 ⑥入居者が偽りその他不正の手段により入居したとき 

 ⑦前各号に掲げるもののほか、区長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたとき 

 

●上記の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取り消しにかかわる 

部分について既に区から賃貸人へ補助金が交付されているときは、期限を定めて、 

区への補助金の返還（違約加算金含む）を求めることになります。 

●取消し理由によっては（入居者が偽りその他不正の手段により入居した場合など）、 

過去に遡って減額分の金額を賃貸人から請求されることもあります。 
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◆お問合せ先 

世田谷区補助金受付窓口 

ＴＥＬ：０３－５５３９－５３４５  ＦＡＸ：０３－５４３２－３０３９ 

 

【区ホームページ】 

トップページ＞検索・メニュー＞住まい・街づくり・環境＞住まい・建築・区施設整備＞住ま

い＞ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業＞ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内 

 ＵＲＬ：https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/3722.html 

 

【担当課】世田谷区都市整備政策部居住支援課 

 
 

https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/3722.html

